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交
通
モ
ニ
タ
ー

明
科
消
防
署 

上
級
救
命
講
習
会

や
し
ょ
う
ま
教
室
　

�
市
で
は
、
あ
づ
み
野
環
境
フ
ェ
ア

２
０
０
８
を
２
月
２３
日（
土
）・
２４
日（
日
）

に
開
催
し
ま
す
。

�
２４
日
に
は
、
家
庭
に
あ
る
不
用
品

の
リ
サ
イ
ク
ル
・
リ
ユ
ー
ス
推
進
の
た

め
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
出
店
を
希
望

さ
れ
る
人（
団
体
・
個
人
）は
、
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
２
月
２４
日（
日
）

�
　
　
　
午
前
９
時
〜
正
午

■
場
所
　
穂
高
会
館
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ

■
出
店
料
　
無
料

■
出
店
サ
イ
ズ
　
３．０
ｍ
×
３．０
ｍ

■
申
込
期
限
　
１
月
３１
日（
木
）

■
申
込
方
法
　
市
民
環
境
部
環
境
課
へ

　
氏
名
お
よ
び
団
体
・
事
業
者
名
、
住

　
所
、
電
話
番
号
、
出
店
内
容
の
概

　
略
を
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
穂
高
総
合
支
所
内
市
民
環
境
部
環

　
境
課（
4
８２・
３
１
３
１
内
線
２
１
１

　
6
８２・
６
６
２
２
）

　
長
野
県
と
安
曇
野
市
を
含
む
中
信

地
域
の
１１
市
町
村
で
は
、
松
本
都
市

圏
の
将
来
の
望
ま
し
い
交
通
体
系
づ

く
り
の
た
め
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら

現
在
の
交
通
の
問
題
点
、
将
来
の
交

通
の
あ
る
べ
き
姿
や
今
後
の
調
査
方

法
な
ど
に
関
す
る
ご
意
見
を
聞
く
「
交

通
モ
ニ
タ
ー
」を
募
集
し
ま
す
。

■
実
施
時
期
　
２
月
上
旬
を
予
定

■
募
集
人
数
　
若
干
名

■
応
募
期
限
　
１
月
３０
日
（
水
）

■
応
募
方
法
　
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

　
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

　
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
年
齢
・
電
話
番
号
・

　
希
望
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
方
法
の
番

　
号（
①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ア

　
ン
ケ
ー
ト
②
郵
送
に
よ
る
ア
ン
ケ

　
ー
ト
）を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
以
上

　
は
、
必
須
で
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス（
パ
ソ

　
コ
ン
用
）が
あ
る
場
合
は
明
記
し
て

　
左
記
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
豊
科
総
合
支
所
内
都
市
建
設
部
監
理
課

�（
4
７２
・
３
１
１
１
6
７２
・
８
３
４
０
）

�
Ｅ
メ
ー
ル

�
k
a
n
ri@
c
ity
.a
zu
m
in
o
.n
a
g
a
n
o
.jp

　
明
科
消
防
署
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動

体
外
式
除
細
動
器
）を
使
用
し
た
心
肺

蘇
生
法
や
、
け
が
人
が
発
生
し
た
と
き

の
応
急
手
当
の
講
習
会
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。
受
講
料
は
無
料
で
す
。

受
講
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
明
科
消
防

署
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
２
月
１６
日（
土
）

�
　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

■
場
所
　
明
科
公
民
館

■
申
込
期
限
　
２
月
８
日（
金
）

　
明
科
消
防
署
　（
4・
6
６２・
２
９
９
２
）

国
営
ア
ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園

◇
あ
づ
み
の
楽
校
〜
冬
〜

あ
づ
み
野
環
境
フ
ェ
ア

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者

　
三
郷
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
連
絡
協
議

会
が
開
催
す
る
、
や
し
ょ
う
ま
教
室
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
日
時
　
２
月
９
日（
土
）

�
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜

■
場
所
　
三
郷
公
民
館
調
理
室

�
　
　
　（
三
郷
総
合
支
所
西
隣
）

■
参
加
料
　
５
０
０
円

■
持
ち
物
　
エ
プ
ロ
ン
、
手
ぬ
ぐ
い

■
定
員
　
１２
人（
先
着
順
）

※
親
子
で
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す

■
申
込
期
限
�
２
月
４
日（
月
）

■
申
込
方
法
　
三
郷
総
合
支
所
産
業
建

　
設
課
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
三
郷
総
合
支
所
産
業
建
設
課

�（
4
７７
・
３
１
１
１
6
７７
・
６
０
６
０
）

　
国
営
ア
ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園
で
は
、

冬
を
満
喫
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト

を
２
月
１７
日（
日
）ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
内
容
　
節
分
な
ど
の
冬
の
歳
時
記
イ

　
ベ
ン
ト
や
自
然
観
察
、
ク
ラ
フ
ト（
要

　
材
料
費
）等
々
を
開
催
。
積
雪
時
に

　
は
、
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
や
ソ
リ
、
ス
ノ

　
ー
チ
ュ
ー
ブ
を
無
料
で
貸
し
出
し
ま

　
す
。
安
曇
野
ア
ー
ト
ラ
イ
ン
美
術
館

　
展
で
は
、
作
品
展
と
合
わ
せ
て
各
館

　
を
巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
開
催
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
入
園
料
　
大
人
４
０
０
円

�
　
　
　
　
小
人
８０
円
、
幼
児
無
料

�
　
　
　
　
※
団
体
割
引
あ
り

■
開
園
時
間
　

�
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
４
時

■
休
園
日
　
日
・
祝
日
の
翌
日

　
あ
づ
み
の
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

�（
4
７１
・
５
５
１
１
6
７１
・
５
５
１
２
）

 
Ｕ
Ｒ
Ｌ:http://w

w
w
.azum

ino.go.jp/

防災講演会を開催します。～災害の不意打ちに備えよう～

�市では、阪神・淡路大震災以降、この地震の教訓を風化させることなく、市民の安全を最優先に
した防災対策を進めています。その一環として、防災講演会を開催します。
■日時　２月９日（土）　午後２時～３時３０分 ※特設展示は午後０時３０分～３時３０分
■場所　堀金総合体育館サブアリーナ 
■演題　「大災害と地域防災」（仮称）
■講師　川上 哲也さん（ＮＰＯⅤネット岐阜理事長・岐阜県災害ボランティアコーディネーター）
■定員　４００人（事前の申し込みは必要ありません・入場無料）
■特設展示　地震体験車による地震体験・防災用品と住宅用火災報知器の展示
�　　　　　開催協力団体による非常食の試食と先着１００人に非常食をプレゼント
　　堀金総合支所内危機管理室（4７２・６７６９　6７２・６７３９）

information

　積雪・凍結による事故防止のため、次の日
程で下記の市道を通行止にしています。
�ご理解とご協力をお願いします。
■規制個所
�市道豊科東部５５９号線（豊科田沢）
�大口沢すずらん橋～豊科カントリー倶楽部
■規制内容　車両通行止
■規制期間　１２月２８日～２月２９日
　豊科総合支所産業建設課地域整備係
�　　　　　　　（4７２・３１１１　6７２・８３４０）

催

し

・

教

室

募

集

冬季期間 市道通行止

　平成１９年１０月２６日付けで監査委員が勧告

した「三郷トマト栽培施設利用料の予算計上」

については、市長から昨年１２月市議会定例

会で一般会計補正予算に計上し、１２月２１日

付け議決されたことにより、勧告通りの措

置をした旨の通知を受けました。

勧告に基づき措置がされました

監査委員事務局

悲劇を繰り返さないために 車・酒の提供を厳罰化

同乗することも禁止

改正ポイント

　先月号でもご紹介した、「飲酒運転幇助（ほうじょ）行為」に関して、具体的に解説します。

幇助行為とは、飲酒運転者だけでなく、その要因をつくった人も同様に罰則が適用されます。

�下記の事例のような日常ありそうなことで罪に問われることがあります。飲酒運転をさせない環境を
つくりましょう。

改正道路交通法 ③

○飲酒運転を助長した周辺者に対する処罰事例

■飲酒運転をするおそれのある者に車両提供した事例

�一緒にお酒を飲んでいた知人から「眠そうだから運転して
あげるよ」との言葉を受けて、その人に自分の自動車を提供し、
その人が酒気帯び運転をした場合　
�⇒　罰金40万円の判決

■飲酒運転をするおそれがある知人に酒類を提供した事例

�近隣の寄合いなどで、運転してきた近所の人に酒類を提供
すれば飲酒運転するおそれがあることを知りながら、ビール
を提供し、その人が酒気帯び運転をした場合
�⇒　罰金20万円の判決

■飲酒運転する友人の車両に同乗した事例

�自動車で来ていた友人と一緒に居酒屋で飲酒した後に、友人が酒気を帯びていることを知りながら、
自宅まで「送ってよ」と頼んで、酒気を帯びた友人の運転する自動車に同乗した場合　
�⇒　罰金20万円の判決

　 安曇野警察署（4７２・０１１０）または堀金総合支所内危機管理室（4７２・６７６９ 6７２・６７３９）

そ
 
せ
い
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